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 軽費老人ホーム尾鷲長寿園 重要事項説明書 

 

１．事業主体の概要  

設置主体名 社会福祉法人 長茂会 

経営主体名 社会福祉法人 長茂会 

法人所在地 三重県尾鷲市大字南浦 4587 番地 4 

代表者氏名 理事長  世古 祐臣 

電話番号 0597-22-8100 

 

２．利用施設の概要 

施設の名称 軽費老人ホーム尾鷲長寿園 

施設長名 石塚 昇二 

開設年月日 昭和 52 年 6 月 1 日 

施設の所在地 三重県尾鷲市大字南浦 4584 番地 3 

電話番号 0597-23-3328 

ＦＡＸ番号 0597-22-3500 

Ｅメール keihi@ace.ocn.ne.jp 

 

定員・・・50 名 

居室・・・個室 50 室（トイレ付 17 室・トイレ無 33 室 

     各室とも洗面台、冷暖房設備、ナースコール付） 

設備・・・食堂、浴室（男・女各 1）、談話コーナー、洗濯室、

静養室、調理室、相談室、ホール等 

 

３．事業の目的と運営の方針 

事業の目的 

当施設は、低額な料金で、高齢等のため独立して生活するには

不安が認められる高齢者の方に入居していただき、日常生活上必

要な支援を行うことによって、その方が安心して生き生きと明る

く生活を送ることができるようにすることを目的とします。 

施設運営の方針 

サービスの提供に当たっては、ご利用者の意志や人格を尊重し、

常にその方の立場に立って支援します。 

また、地域や家庭との結びつきを大切にし、市町村や居宅サー

ビス等その他の保健医療福祉サービスの提供者とも連携して適切

なサービスの提供に努めます。 
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４．施設サービスの概要 

種  類 内      容 

食  事 

・栄養士の立てる献立により、栄養バランスとご利用者の身体状

況に配慮した食事を提供します。 

【食事時間】 朝食  7 時 30 分～8 時 30 分 

       昼食 12 時 00 分～13 時 00 分 

      おやつ 15 時 00 分～15 時 30 分 

       夕食 17 時 30 分～18 時 30 分 

・心身状態等の理由により、希望に応じて、粥食、一口カット食、

刻み食等を提供します。 

・臥床時等、必要に応じて居室配膳も行います。 

・行事食、選択食、外食等も実施しています。 

・食事に関する相談に応じます。 

・アンケートの実施等により、ご利用者の嗜好に配慮します。 

入  浴 

・週 3 回以上の入浴を行います。 

・男性：月・水・金曜日   女性：火・木・土曜日 

・夏期は毎日シャワーが利用できます。 

【入浴時間】 （一般浴）15 時 00 分～17 時 30 分 

・必要に応じて、ホームヘルパーによる付き添い入浴も可能です。 

洗  濯 
・洗濯は、基本的にご利用者本人が行います。 

・利用時間：6 時 00 分～18 時 00 分まで 

健康管理 

・看護職員により、日常の健康相談や定期的な血圧・体重測定を

行います。 

・嘱託医により月 2 回の診察を行い、健康管理に努めます。 

・年 2 回、定期検診を行います。 

相談及び援助 

・当施設は、ご利用者及び身元保証人等から、ご利用者の生活に

ついてのあらゆるご相談に誠意をもって応じ、可能な限り必要

な援助を行うよう努めます。 

社会生活上の便宜 

・当施設では、ご利用者からの要望等を考慮し、年間行事計画を

作成して、教養娯楽、外出支援、日常生活支援、クラブ活動支

援等を行います。 

 

５．利用料（月額利用料金） 

①サービスの提供に要する費用 

人件費・施設維持管理費等、三重県の基準で定められた料金です。 

②生活費 

食材料費及び共用部分に係る光熱水費です。 

③光熱水費 

居室内で使用される電気・水道料金です。 

※電気料金は、中部電力従量電灯Ｂ（30A）の料金を基に徴収します。ただし、料金改

定に伴って変更される場合があります。 

※水道料金は、一人月額 1,500 円を徴収します。 

④その他の費用 

親睦旅行その他の施設行事に参加を希望する場合、又はご利用者の希望により別に定

める施設が行う特別なサービスを利用した場合、実費相当額をお支払いいただきます。 
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 ※11 月から 3 月までは、冬期加算として一人月額 2,190 円が加算されます。 

※月の途中で入居・退居された場合、②を日割り計算で請求します。ただし、①につ

いては月初めに在籍している場合のみ請求します。 

⑤請求・支払い 

・利用料等納入通知書を受けましたときは、毎月 10 日までにお支払いください。 

・お支払方法は口座自動引き落とし、銀行振り込み、現金払いから選んでいただきます。 

 

別  表 

軽費老人ホーム尾鷲長寿園 利用者階層別料金表 

対象収入による階層区分 

利 用 料 金 

区分 生活費 

サービスの

提供に要す

る費用 

計 

1 1,500,000 円以下 月額 61,180 円 10,000 円 71,180 円 

2 1,500,001 円～1,600,000 円 〃 61,180 円 13,000 円 74,180 円 

3 1,600,001 円～1,700,000 円 〃 61,180 円 16,000 円 77,180 円 

4 1,700,001 円～1,800,000 円 〃 61,180 円 19,000 円 80,180 円 

5 1,800,001 円～1,900,000 円 〃 61,180 円 22,000 円 83,180 円 

6 1,900,001 円～2,000,000 円 〃 61,180 円 25,000 円 86,180 円 

7 2,000,001 円～2,100,000 円 〃 61,180 円 30,000 円 91,180 円 

8 2,100,001 円～2,200,000 円 〃 61,180 円 35,000 円 96,180 円 

9 2,200,001 円～2,300,000 円 〃 61,180 円 40,000 円 101,180 円 

10 2,300,001 円～2,400,000 円 〃 61,180 円 45,000 円 106,180 円 

11 2,400,001 円～2,500,000 円 〃 61,180 円 50,000 円 111,180 円 

12 2,500,001 円～2,600,000 円 〃 61,180 円 57,000 円 118,180 円 

13 2,600,001 円～2,700,000 円 〃 61,180 円 64,000 円 125,180 円 

14 2,700,001 円～2,800,000 円 〃 61,180 円 71,000 円 132,180 円 

15 2,800,001 円～2,900,000 円 〃 61,180 円 78,000 円 139,180 円 

16 2,900,001 円～3,000,000 円 〃 61,180 円 85,000 円 146,180 円 

17 3,000,001 円～3,100,000 円 〃 61,180 円 93,000 円 154,180 円 

18 3,100,001 円～3,200,000 円 〃 61,180 円 101,000 円 162,180 円 

19 3,200,001 円～3,300,000 円 〃 61,180 円 109,000 円 170,180 円 

20 3,300,001 円～3,400,000 円 〃 61,180 円 109,600 円 170,780 円 

21 3,400,001 円以上 〃 61,180 円 109,600 円 170,780 円 

11 月から 3 月は、冬期加算として一人月額 2,190 円加算されます。 
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注 1 この表における「対象収入」とは、前年の収入（社会通念上収入として設定すること

が適当でないものを除く。）から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した

後の収入をいいます。 

注 2 本人からの「サービスの提供に要する費用」（月額）は、前項表により求めた額とし

ます。 

注 3 夫婦で入居する場合については、夫婦の収入及び必要経費を合算し、合計額の 2 分の

1 をそれぞれ個々の対象収入とし、その額が 150 万円以下に該当する場合の夫婦のそれ

ぞれの費用徴収額については、上記の利用者階層別料金表の額から 30％を減額した額

を本人からの費用徴収額とします。この場合 100 円未満は切り捨てるものとします。 

 

６．緊急時の対応 

ご利用者の心身の状況に異変その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治医あるい

は協力医療機関に連絡し、適切な措置を講じます。 

協力医療機関等 

医療機関の名称 尾鷲総合病院 

所在地 三重県尾鷲市上野町 5 番 25 号 

電話番号 0597-22-3111 

診療科目 内科・外科・整形外科ほか 

救急指定の有無 有 

 

７．事故発生時の対応 

事故が発生した場合には、身元保証人、市町村、関係機関等への連絡を行うなど必要

な措置を講じ、事故の状況や事故に際してとった処置について記録し、賠償すべき事故

の場合には、損害賠償を速やかに行います。 

 

８．身体拘束及び虐待防止について 

原則として、ご利用者の自由を制限する身体拘束は行いません。ただし、生命または

身体を保護するため緊急やむを得ない場合は、ご利用者及び身元保証人に十分な説明を

行い、同意を得るものとします。 

虐待防止について、施設は、ご利用者の人権の擁護及び虐待の防止のため、責任者の

設置その他必要な体制の整備を行うとともに、職員に対する研修の実施その他必要な措

置を講じます。 

 

医療機関の名称 ひがし歯科医院 

所在地 三重県尾鷲市中央町 9 番 63 号 

電話番号 0597-23-3131 
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９．個人情報の取扱いについて 

当施設は、「個人情報保護の目的」に定めた範囲においてのみ、個人情報を利用します。

特にプライバシー情報に関しては、職員の研修に努め漏洩に注意を払います。 

また、情報を第三者に提供する場合には事前にご利用者の承認をいただき、あらかじ

め示した用途以外には使用しません。 

ただし、法令に基づく場合や人の生命、身体、財産の保護のために必要がある場合等

であって、ご利用者の同意を得ることが困難であるときは、ご利用者の了解を得ること

なく、必要かつ合理的な範囲において個人情報を取り扱わせていただきます。 

 

10．情報開示について 

当施設は、ご利用者又は身元保証人からの書面請求にしたがって、ご利用者ご自身に

関する情報を開示します。ただし、本人あるいは身元保証人でない方（他の家族等）か

らの請求につきましては、書面にてご本人の了解を得てからとなります。 

 

11．災害時の対策 

当施設は、非常災害その他緊急の事態に備え、必要な設備を備えるとともに、常に関

係機関と連絡を密にし、とるべき措置についてあらかじめ消防計画を作成し、消防計画

に基づき、年 2 回以上ご利用者及び職員等の訓練を行います。 

防災設備の概要 

防火設備 避難階段 2 か所、防火戸・防火シャッター4 か所 

消防用設備 

屋内消火栓設備 8 か所、スプリンクラー設備、消火

器、自動火災報知設備、非常通報装置、漏電火災警

報器、非常警報設備、避難誘導灯・誘導標識 12 か所、 

防火用水非常電源設備、自動火災報知設備連動装置 

緊急連絡体制 自動転送システムの設置、緊急連絡網の整備 

避難訓練 年 2 回以上（防災訓練は年 12 回） 

 

12．当施設ご利用に際しての留意事項 

外出・外泊 
外出（短時間のものは除きます。）又は外泊される際には、施設長に届け

出ていただきます。 

来訪・宿泊 

ご利用者の来訪者は、来訪した際、玄関に備え付けの台帳に氏名等をご記

入いただきます。また、宿泊する際には、事前届け出のうえ、施設長の承

諾が必要となります。 

喫煙・飲酒 

喫煙は、施設が指定する場所にてお願いします。所定の場所以外では吸わ

ないでください。居室やベランダ等、施設内での喫煙は厳禁です。 

飲酒は、医師からの制限がない限りおおむね自由ですが、他のご利用者に

迷惑がかからないようにお願いします。 

迷惑行為等 
喧嘩、暴言暴行、中傷等、他人に迷惑をかける行為はしないようお願いし

ます。 

動物飼育 動物の飼育は、保健衛生上禁止しています。 
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13．苦情相談窓口 

（１）当施設における苦情の受付 

 当施設における苦情やご相談は以下の窓口で受け付けます。 

 ○軽費老人ホーム尾鷲長寿園事務室   

   担当職名 ： 生活相談員   

   受付時間 ： 9 時 00 分～17 時 00 分（ただし、緊急の場合はこの限りでない） 

   電  話 ： 0597-23-3328 

   Ｆ Ａ Ｘ ： 0597-22-3500 

   また、苦情受付ボックスを事務室前に設置しております。 

 

（２）その他介護サービス苦情相談窓口 

  ○三重県国民健康保険団体連合会介護保険苦情処理係     

   所 在 地 ： 三重県津市桜橋 2 丁目 96 番地  

受付時間 ： 9 時 00 分～17 時 00 分（土日、祝日は除く） 

   電  話 ： 059-222-4165 

   Ｆ Ａ Ｘ ： 059-222-4166 

 ○尾鷲市福祉保健課高齢者・児童係 

   所 在 地 ： 三重県尾鷲市中央町 10 番 43 号  

受付時間 ： 8 時 30 分～17 時 15 分（土日、祝日は除く） 

   電  話 ： 0597-23-8201 

   Ｆ Ａ Ｘ ： 0597-23-8204 

 

14．職員体制 

職  種 人  員 

施 設 長 1 名 

生活相談員 1 名 

主任介護職員 1 名 

介護職員 3 名 

看護職員 1 名 

栄 養 士 1 名 

事 務 員 2 名 

医 師 1 名（嘱託） 

調理員 委託 
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私は、本書面に基づき上記重要事項の説明を受け、施設の利用開始に同意いたしました。

また、当法人の「個人情報保護に関する規程」に基づき、必要な場合には個人情報の提示

に同意いたします。 

 

 

令 和   年   月   日 

 

【利 用 者】 

 

    住  所                            

 

氏  名                                                   

 

【身元保証人】 

 

    住  所                            

  

氏  名                            

 

続  柄                                                   

 

 

 

【説 明 者】 

 

 軽費老人ホーム尾鷲長寿園 

 

    職  名                            

 

氏  名                            

 

 

 

 

 

 



  8 

 

 

                    

 


